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１. 協会けんぽ決算について 
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【協会けんぽの決算に関する規定】 

健康保険法第7条の28第2項 

  

協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他
厚生労働省令で定める書類及びこれらの付属明細書を作成し、これに当該事業年度の事業報告書
及び決算報告書を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後２月以内（７月末）
に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 

協会定款第21条 

  理事長は、毎事業年度の決算について、あらかじめ運営委員会の議を経なければならない。 

協会定款第31条 

  支部長は、毎事業年度の決算のうち、当該支部に係る事項について、評議員の意見を聴くものとする。 
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２. 平成30年度 決算（見込み）のポイント 
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収入は10兆3,461億円 

 ⇒被保険者の人数や賃金の増加により保険料収入が増加。前年度比は3,977億円の増加（+4.0％）となった。 

支出は9兆7,513億円 

 ⇒加入者の増加等により保険給付費が増加したものの、前年度比は2,515億円の増加（+2.6％）にとどまった。 

この結果、30年度の収支差は5,948億円となり、前年度比は1,462億円の増加となった。 

○ 保険料収入は3,455億円増加した。保険料を負担する被保険者の「人数（被保険者数）」が増加（+2.7％）したこと、「賃金（標準報酬月
額）」が増加（+1.2％）したことが主な要因。この結果、30年度の保険料収入の伸び率は+3.9％となった。なお、賃金の伸び+1.2％は、協会によ
る医療保険の運営が始まった20年度以降で最も高い伸びとなったが、近年、保険料収入を増加させていた被保険者の人数の伸びについては、29年度
（9月）をピークに急激に鈍化している。 
 

○ 国庫補助等は507億円増加した。補助対象となる保険給付費（総額）が増加したことなどが要因。 

○ 支出の6割に相当する保険給付費（総額）は、1,899億円の増加にとどまり、伸びは+3.3％と、前年度の伸び（+4.2％）を下回った。これは、加
入者の「人数（加入者数）」の伸びに鈍化したこと（29年度：+2.5％→30年度：+1.6％）に加えて、診療報酬のマイナス改定（▲1.19％）
により「医療費（加入者１人当たり医療給付費）」の伸びが抑制され、横ばいになったこと（29年度：+1.9％→30年度：+1.8％）が主な要因。 
 

○ 高齢者医療にかかる拠出金等（総額）も、79億円の増加（+0.2％）にとどまった。これは、高齢者医療費の伸びによる後期高齢者支援金の増加
はあるものの、診療報酬のマイナス改定に加えて、退職者給付拠出金が858億円減少（▲80.5％）したことや、マイナス精算（拠出金等の概算納
付分の戻り）の影響によるものである。なお、30年度の拠出金等の増加を抑制した大きな要因である退職者給付拠出金の減少は、退職者医療制度
廃止に伴うものであるが、今後、この影響はなくなり、拠出金等は年々増加するものと見込んでいる。 

○ 収支差が前年度比で増加（+1,462億円）した要因は、保険料収入等の収入の増加に対し、保険給付費や拠出金等の支出の増加が下回ったこと
によるものである。 

○ しかしながら、収入の増加については、近年、保険料収入を増加させていた被保険者の人数の伸びが急激に鈍化していることに加え、賃金についても今
後の経済の動向は不透明であること、支出についても診療報酬のマイナス改定や制度改正の影響（退職者医療制度の廃止）等により、一時的に増
加が抑制されている側面があることに加え、今後の高額薬剤の保険収載等も踏まえると、協会けんぽの財政は引き続き楽観を許さない状況である。 
 

○ なお、30年度末の準備金残高は2兆8,521億円となった。この金額は保険給付費等に要する費用の3.8カ月分に相当する。 
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３. 平成30年度 協会けんぽ（医療分）の決算見込み 
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注） 端数整理のため、計数が整合しない場合がある。また、数値については今後の国の決算の状況により変動し得る。 
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決算及び主要計数等の推移（20年度～） 
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４. 決算の推移 
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＜協会会計と国の特別会計との合算ベース＞ 



機密性2 

５. 主要計数の推移 

6 （）内は前年度対比の伸び率、扶養率は前年対比の増減。20年度は老人保健法による医療の対象者について除いて算出している。 

14頁参照 
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６. 拠出金等の推移 
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７. 単年度収支差と準備金残高等の推移 

9 



機密性2 

８. 協会けんぽの保険財政の傾向 
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9. 協会けんぽの後期高齢者支援金の推移 
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10. 協会けんぽの事業所数・被保険者数・被扶養者数の推移（指数） 
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11. 75歳未満の者の制度別加入者数及び75歳未満人口の推移 
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12. 協会けんぽの対前年同月比被保険者数の伸び率の推移 
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機密性2 

13.平均保険料率10％を維持した場合の準備金残高と法定準備金に対する残高の状況 
 （平成30年度決算見込みに基づくごく粗い試算） 
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14. 平成30年度 協会けんぽ（介護保険分を含む）の決算概要  
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15. 合算ベースの収支（協会会計と国の特別会計との合算）と協会決算との相違（30年度医療分）   
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16. 平成30年度 茨城支部の収支（暫定版） 
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  見込（Ｈ30料率算定時） 実績 見込と実績との差額 

収
入 

保険料収入 162,039 164,008  1,969 

その他収入 354 358  4 

計 162,394 ①164,366 1,972 

支
出 

医療給付費（国庫補助を除く）(調整後) 82,494 82,292  ▲202 

  
  
  
  

医療給付費 79,357 80,055 698 

年齢調整額 626 186  ▲440 

所得調整額 1,715 1,097  ▲618 

激変緩和 796 955  159 

現金給付費等（国庫補助を除く） 7,481 7,319  ▲162 

前期高齢者納付金等（国庫補助を除く） 59,097 59,608  511 

業務経費（国庫補助を除く） 2,432 2,236  ▲196 

一般管理費（国庫補助を除く） 878 682  ▲196 

その他支出 1,532 611  ▲921 

準備金積立て 8,077 0 ▲8,077 

平成28年度の収支差の精算 403 403 0 

特別計上分（業務経費の別掲） 0 0  0 

計 162,394  ②153,151  ▲9,243 

単年度収支差（①-②） 0  11,215  11,215  

収支差 
内訳 

全国平均分（全国の収支差を按分） 0  10,778  10,778  

地域差分 0  437 437 

平成30年度の保険料率算定時と決算時の見込みを比較 

（単位：百万円） 

茨城支部の単年度収支差11,215百万円が全国の収支差を按分した10,778百万円より高く、剰余となることから
収支差437百万円を令和２度保険料率を設定する際に調整する。 
⇒保険料率換算（▲0.03％相当） 
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17. 支部別収支差について 
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平成30年度 見込 

地域差分 

2年度前の実績の27年度の加入者や医療給付費を基にして見込んで算出した29年度の加入者一人あたり
医療給付費を、29年度の実際の数値で算出したもの。 
（実績の全国平均との差－料率算定時の全国平均との差） 

平成29年度における地域差分の収支差は、翌々年度の平成31年度の都道府県単位保険料率の
算定時に精算することになります。この時に、地域差分の収支差がプラスであれば平成31年度の

収入にその分が加算され（保険料率が下がる方向）、マイナスであればマイナスをとったものが支
出に加算されます（保険料率が上がる方向）。 

医療費等の料率算定時の見込との乖離（収支差）が、２年後の都道府県単位
保険料率の算定の際に精算される。 

平成30年度 実績 

• 平成30年度の都道府県単位保険料率を算定
する際に使用 

• 平成28年度の都道府県別の医療費（実
績）や総報酬額をもとに収支を見込んだもの 

• 平成30年度の都道府県別の医療費（実
績）や総報酬額の実績を用いて算出 

見込と実績の乖離＝収支差 

収支差 内容 

全国平均分 全国計の剰余金を総報酬按分し、各支部に振り分けたもの 

地域差分 平成30年度の実績が保険料率算定時の見込みから乖離した影響等 
→令和2年度の都道府県単位保険料率の算定の際に精算される 

収支差 

収支差は、見込みと実績の乖離によって生じるものであって、収支差が生じる要因は、「全国平均
分」と「地域差分」に区分されます。 

全国平均分 

地域差分 

適用した保険料率の全国平均（10.00％）が実績の全国の均衡保険料率に比べて高く、剰余となったことを
表しています。全国での単年度収支差を平成29年度の各支部の総報酬按分率を乗じたものと一致します。

ただし、この剰余が全国平均並みにあったとした場合のものであって、実際に各支部に割り当てられている

ものではありません。 

2年度前の実績の27年度の加入者や医療給付費を基にして見込んで算出した29年度の加入者一人あたり
医療給付費を、29年度の実際の数値で算出したもの。 
（実績の全国平均との差－料率算定時の全国平均との差） 

平成29年度における地域差分の収支差は、翌々年度の平成31年度の都道府県単位保険料率の
算定時に精算することになります。この時に、地域差分の収支差がプラスであれば平成31年度の

収入にその分が加算され（保険料率が下がる方向）、マイナスであればマイナスをとったものが支
出に加算されます（保険料率が上がる方向）。 
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18. 茨城支部収支差（地域差分）の保険料率換算について（参考値） 
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収支差（地域差分） 料率算定時の見込との乖離 令和2年度の精算 

マイナス 見込と比べて医療費が多く使われた マイナスをとったものを支出に加算 
（料率が上がる方向） 

ゼロ 見込どおり 精算なし 

プラス 見込より医療費が使われなかった 収入に加算（料率が下がる方向） 

支部別収支差 
（地域差分） 

総報酬額 
（平成30年度実績） 保険料率換算 

437百万円 1,656,292百万円 0.03％ 

平成30年度の総報酬額の実績に基づき、収支差（地域差分）を保険料率に換
算したものは以下のとおり（参考値） 

注：令和2年度保険料率算定の際の精算に係る保険料率は、平成30年度の支部の収支差（地域差分）を令和2年度の総報酬額の
見込額で除したものになるため、表中の保険料率換算（収支差（地域差分）を平成30年度の総報酬額の実績で除したもの）とは異なる。 
 

※令和2年度の保険料率の算定においては、平成30年度の都道府県支部ごとの収支における収支差（地域差分）について精算する必要がある。当該収
支差は、プラスの場合は収入に加算し、マイナスの場合は絶対値の額を支出に加算する。 



機密性2 

参考：支部別収支 全国との比較（暫定版） 
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（百万円） 

  収   入 
  保険料収入 

その他収入 

    計 
  
    一般分 

債権回収 
以外 

債権回収 

茨 城 164,008 163,973 358 109 249 164,366 

全 国 計 9,142,915 9,140,996 17,973 6,007 11,966 9,160,889 

（百万円） 

  収支差 

  

計 

全国平均分 地域差分 

      

      

      

茨 城 11,215 10,778 437 

全 国 計 594,835 594,835 0 

(注) 
１．年齢調整額、所得調整額、激変緩和のマイナスは調整額を受け取る支部、プラスは調整額を負担する支部。 
２．債権回収は、資格喪失後受診に係る返納金、業務上傷病による受診に係る返納金、診療報酬返還金、損害賠償金に係る債権の回収額の実績を表す。 
３．医療給付費は、東日本大震災等による窓口負担減免措置に伴う平成30年度の協会負担分に係る窓口負担減免額を含む。 
４．（B1）は、健康保険法施行規則第135条の2の2第2項第1号に基づき、東日本大震災及び熊本地震に伴う平成28年度における協会負担分の窓口負担減免額のうち、総報酬額の0.01％を超える部分として、（A）から控除するものである。 
５．「平成28年度の収支差の精算」は、平成28年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算（健康保険法施行規則第135条の7に基づき行うもの）を表す。 
６．国の年金特別会計に係る分並びに東日本大震災による窓口負担減免措置に伴う波及増分（B2）が暫定値であるため、数値は今後変わりうる。 

  支   出 

  
   医療給付費（国庫補助を除く）
（調整後） 

          
現金給付費等 
（国庫補助等を除

く） 

前期高齢者 
納付金等 
（国庫補助を除

く） 

業務経費 
（国庫補助を除

く） 

一般管理費 
（国庫負担を除

く） 

その他支出 
平成28年度の 
収支差の精算 

特別計上分 
（業務経費の
別掲） 

計 
  
  

  医療給付費       

年齢調整額 

  
  

所得調整額 

  
  

激変緩和 

  
  

  （A）-（B）  
医療給付費 

（A） 
災害特例分(B)               

      
平成28年度の 
協会手当分 
（B1） 

波及増分 
（B2） 

              

茨 城 82,292 80,055 80,055 186 1,097 955 7,319 59,608 2,236 682 611 403 0 153,151 

全 国 計 4,677,382 4,677,382 4,681,495 1,895 2,219 － － － 403,926 3,289,872 123,436 37,643 33,721 － 73 8,566,054 

（百万円） 



機密性2 

参考：平成30年度 決算スケジュール（概要） 
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【協会決算の大臣承認までの流れ】 

7月 

5日 １１日～２2日 ２6日 ２6日～３１日 

決算見込み 
の公表（本部） 

支部評議会 
（茨城支部は19日開催） 

運営委員会 
厚生労働大臣に
承認申請 

※決算で確定した金額等は、随時、協会けんぽホームページで掲載される予定 

【全国健康保険協会の予算・決算関係書類】 
 

 A.予算、決算報告書 
 B.貸借対照表、損益計算書等の財務諸表 
 C.支部別収支 
 D.協会管掌健康保険全体の収支の予算、決算 


